
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
委
員
長

花

山

院

弘

匡

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
平
成
二
十
年
三
月
奈
良
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
福
利
課
の
項
中
「
長
期
給
付
係
、
短
期
給
付
係
」
を
「
保
健
福
祉
係
、
給
付
・
年
金

係
」
に
改
め
、
同
表
人
権
・
地
域
教
育
課
の
項
中
「
地
域
連
携
係
、
家
庭
教
育
係
」
を
「
家
庭
・
社

会
教
育
係
」
に
改
め
る
。

第
四
条
文
化
財
保
存
課
の
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。

（
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
管
理
運
営
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
管
理
運
営
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
三
月
奈
良
県
教
育
委
員
会

規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
組
織
）

第
二
条

考
古
学
研
究
所
の
組
織
は
、
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
七
月
奈
良
県
規
則

第
二
十
六
号
）
で
定
め
る
。

（
分
掌
事
務
）

第
三
条

考
古
学
研
究
所
の
組
織
の
所
掌
事
務
は
、
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
で
定
め
る
。

第
四
条

削
除

（
職
員
の
職
等
）

第
五
条

考
古
学
研
究
所
の
職
員
の
職
及
び
職
務
は
、
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

四
十
一
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
六
号
）
で
定
め
る
。

第
五
条
の
二
を
削
る
。

第
六
条
中
「
に
学
芸
課
を
置
く
」
を
「
の
組
織
は
、
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
で
定
め
る
」
に
改
め

る
。



第
六
条
の
二
中
「
次
の
と
お
り
と
す
る
」
を
「
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
で
定
め
る
」

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
所
長
」
を
「
考
古
学
研
究
所
の
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
立
教
育
研
究
所
管
理
運
営
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

奈
良
県
立
教
育
研
究
所
管
理
運
営
規
則
（
平
成
五
年
三
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
教
科
教
育
部
」
を
「
研
究
開
発
部
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
を
削
る
。

第
三
条
教
育
経
営
部
の
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五

幼
児
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七

へ
き
地
指
定
校
の
学
校
経
営
及
び
教
育
活
動
全
般
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

八

新
任
校
長
等
の
学
校
経
営
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

同
条
教
科
教
育
部
の
項
中
「
教
科
教
育
部
」
を
「
研
究
開
発
部
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

五

理
数
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六

教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
二
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と

し
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
と
改
め
、
同
項
を
第
三
項
と
す

る
。第

五
条
中
第
十
項
を
削
り
、
第
十
一
項
を
第
十
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
十
一
項
と
す
る
。

第
五
条
の
三
を
削
る
。

第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
及
び
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
チ
ー
ム
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
ア
ド
バ

イ
ザ
リ
ー
チ
ー
ム
の
」
を
「
第
三
条
教
育
経
営
部
の
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、

同
条
を
第
五
条
の
三
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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